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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技機の前面側に開閉可能に設けられたガラス扉に、遊技領域を透視可能な窓板を有す
る開口窓が形成され、その開口窓の周縁部に沿って電飾装置が装着された遊技機であって
、
　前記電飾装置は、
　透明又は半透明な合成樹脂材より形成され前記開口窓の周縁部に沿って設けられるレン
ズ部材と、
　遊技の進行に同調して点滅制御されかつ前記レンズ部材に向けて光りを発する光源と、
　前記レンズ部材とは別個に不透明な合成樹脂材より形成されかつ同レンズ部材の表面側
を被って保護する剛性を有する遮光カバー部材と
　を備え、
　前記遮光カバー部材には、前記レンズ部材を部分的に露出させる複数の透孔が形成され
ており、
　前記レンズ部材は、
　複数のレンズ体を有するとともに、該複数のレンズ体が保護されつつ電飾効果を発揮し
うるように、該複数のレンズ体を一体に形成し、これら一体に形成された複数のレンズ体
が前記遮光カバー部材に形成された前記複数の透孔にそれぞれ嵌込まれたものである
　ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
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　複数のレンズ体は、レンズ部材の表面から複数の透孔の裏側開口部を通し表側開口部ま
で突出されている
　請求項１に記載の遊技機。
【請求項３】
　レンズ部材、遮光カバー部材、複数の光源を有するランプ基板、及び前記ランプ基板の
後面を絶縁して覆う背面カバー体が相互に組み付けられて電飾装置がユニット化され、ガ
ラス扉の扉本体フレームの前面に着脱可能に装着されている
　請求項１または２に記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、球（パチンコ球）を用いて遊技を行う遊技機（例えば、パチンコ機）やメ
ダルを用いて遊技を行う遊技機（例えば、スロットマシン）に関し、遊技機の前面側に開
閉可能に設けられたガラス扉の開口窓の周縁部に沿って電飾装置が装着された遊技機に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　この種の遊技機において、光による装飾効果（演出効果）を図るために、遊技機のガラ
ス扉の開口窓の周縁部に沿って電飾装置が設置されたものがある。
　また、このような電飾装置において、透明な合成樹脂材より形成され開口窓の周縁部に
沿って前側に膨出して設けられたレンズ部材と、そのレンズ部材の内部に設けられかつ遊
技の進行に同調して点滅制御される光源（例えば基板上に配置された複数あるいは多数の
発光ダイオード）と、を備えて構成されているのが一般的である。
　また、扉枠を本体とし、その扉枠の所定位置に、前方に向けて膨出するレンズ部材を一
体に形成したり、あるいは扉枠の所定位置に、前方に向けて膨出する複数の別体のレンズ
部材を個別に嵌込んで構成したものが知られている（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開平１０ー９９５０８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところで、前記従来の電飾装置においては、レンズ部材が前方に向けて膨出している構
造上、遊技機を運搬するとき、あるいは遊技機ホールの島設備に遊技機を設置した状態に
あるときなどにおいて、レンズ部材の表面に、もの（例えば異物）が当たってレンズ部材
を傷つけたり破損する場合があった。
　また、前方に向けて膨出する複数のレンズ部材を扉枠の所定位置に個別に嵌込んで構成
すると、部品点数や組付工数が多くなりコスト高となる。
【０００４】
　この発明の目的は、前記問題点に鑑み、遊技機のガラス扉の開口窓の周縁部に沿って装
着される電飾装置のレンズ部材を保護することができるとともに、部品点数や組付工数が
少なくてすみ、安価に提供することができる遊技機を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　前記目的を達成するために、請求項１の発明に係る遊技機は、
「遊技機の前面側に開閉可能に設けられたガラス扉に、遊技領域を透視可能な窓板を有す
る開口窓が形成され、その開口窓の周縁部に沿って電飾装置が装着された遊技機であって
、
　前記電飾装置は、
　透明又は半透明な合成樹脂材より形成され前記開口窓の周縁部に沿って設けられるレン
ズ部材と、
　遊技の進行に同調して点滅制御されかつ前記レンズ部材に向けて光りを発する光源と、
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　前記レンズ部材とは別個に不透明な合成樹脂材より形成されかつ同レンズ部材の表面側
を被って保護する剛性を有する遮光カバー部材と
　を備え、
　前記遮光カバー部材には、前記レンズ部材を部分的に露出させる複数の透孔が形成され
ており、
　前記レンズ部材は、
　複数のレンズ体を有するとともに、該複数のレンズ体が保護されつつ電飾効果を発揮し
うるように、該複数のレンズ体を一体に形成し、これら一体に形成された複数のレンズ体
が前記遮光カバー部材に形成された前記複数の透孔にそれぞれ嵌込まれたものである
　ことを特徴とする遊技機。」
を要旨とする。
【０００６】
　前記構成において、不透明な合成樹脂材より形成された剛性を有する遮光カバー部材に
よってレンズ部材の表面側を被って保護することで、レンズ部材の表面にもの（例えば異
物）が当たってレンズ部材が傷つけられたり破損される不具合を防止することができる。
　また、レンズ部材に複数のレンズ体を一体に形成し、これら複数のレンズ体を遮光カバ
ー部材の複数の透孔にそれぞれ嵌込んで露出させることで、遮光カバー部材の複数の透孔
の内周壁面によって複数のレンズ体を保護することができるとともに、複数の透孔におい
て露出する複数のレンズ体によって所望とする電飾効果が得られる。
　さらに、遮光カバー部材の複数の透孔に対し、これら複数の透孔の数に対応する複数の
レンズ体をそれぞれ個別に形成して組み付けるものと比べ、部品点数や組付工数が少なく
てすみ、この分だけコスト低減を図ることができる。
【０００７】
　請求項２の発明に係る遊技機は、
「請求項１に記載の遊技機であって、
　複数のレンズ体は、レンズ部材の表面から複数の透孔の裏側開口部を通し表側開口部ま
で突出されていることを特徴とする遊技機。」
を要旨とする。
【０００８】
　前記構成において、レンズ部材の表面から突出される複数のレンズ体が、遮光カバー部
材の複数の透孔の表側開口部から突起物となって突出されることがなく、これら複数の透
孔の内周壁面によって良好に保護される。
　さらに、複数のレンズ体の前面（突出端面）が複数の透孔の内周壁面によって隠される
こともないため、所望とする電飾効果が良好に得られる。
【０００９】
　請求項３の発明に係る遊技機は、
「請求項１又は２に記載の遊技機であって、
　レンズ部材、遮光カバー部材、複数の光源を有するランプ基板、及び前記ランプ基板の
後面を絶縁して覆う背面カバー体が相互に組み付けられて電飾装置がユニット化され、ガ
ラス扉の扉本体フレームの前面に着脱可能に装着されていることを特徴とする遊技機。」
を要旨とする。
【００１０】
　前記構成において、ガラス扉の扉本体フレーム（例えば、鉄板等の金属板より形成され
た扉本体フレーム）の前面に対し、ユニット化された電飾装置を装着することによって、
ガラス扉の前側を装飾することができるため、ガラス扉の扉本体フレームの前面に電飾装
置を取り付けるための取付基板を装着する手間を省くことができる。
　また、電飾装置をユニット化することによって、遊技機の組み立てラインにおいて、ガ
ラス扉の扉本体フレームの前面に、背面カバー体、複数の光源を有するランプ基板、レン
ズ部材、及び遮光カバー部材をそれぞれ個別に装着して組み付ける手間を省くことができ
、遊技機の組み立てに要する時間を短縮化することができる。
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　また、ガラス扉の扉本体フレームからユニット化された電飾装置を取り外して保守・点
検を容易に行うことができる。
【００１１】
　請求項４の発明に係る遊技機は、
「請求項１～３のいずれか一項に記載の遊技機であって、
　遮光カバー部材は、前側壁、開口窓の周縁部に沿う内側壁部及びガラス扉の外周縁に沿
う外側壁部を備えて窓板の前面から前方に向けて膨出され、
　複数の透孔は、前記遮光カバー部材の前壁部と、内側壁部にそれぞれ個別に形成されて
いることを特徴とする遊技機。」
を要旨とする。
【００１２】
　前記構成において、遮光カバー部材の前壁部及び内側壁部の複数の透孔に嵌込まれて露
出されるレンズ部材の複数のレンズ体をそれぞれ透して出射される光によって、遮光カバ
ー部材の前壁部及び内側壁部をそれぞれ個別に電飾することができ、電飾効果を高めるこ
とができる。
【００１３】
　請求項５の発明に係る遊技機は、
「請求項４に記載の遊技機であって、
　複数の透孔は、遮光カバー部材の前壁部及び内側壁部に所定の間隔を隔てて配列されて
いることを特徴とする遊技機。」
を要旨とする。
【００１４】
　前記構成において、遮光カバー部材の前壁部及び内側壁部に所定の間隔を隔てて配列さ
れた複数の透孔に嵌込まれて露出されるレンズ部材の複数のレンズ体に相応する光源を、
光源ごとに点滅制御した場合、独立した複数のレンズ体を用いた多種多様の電飾を施すこ
とが可能となる。例えば、レンズ体の配列順に点滅させたり、一つおき毎のレンズ体を点
滅させたり、レンズ体の全てを同時に点滅させたり、これらの点滅態様を組合せてた電飾
表現などが考えられる。
【００１５】
　請求項６の発明に係る遊技機は、
「請求項５に記載の遊技機であって、
　遮光カバー部材の内面には複数の透孔の間において複数の補強リブが一体に形成されて
いることを特徴とする遊技機。」
を要旨とする。
【００１６】
　前記構成において、不透明な合成樹脂材を成形型に射出して遮光カバー部材を形成した
直後において、複数の透孔が原因となって遮光カバー部材が不測に変形する不具合を複数
の補強リブによって防止することができる。
　また、成形型から取り外されて製品となった遮光カバー部材において、複数の透孔の孔
回りにおいて遮光カバー部材の強度が部分的に低下し、これによって、遮光カバー部材が
不測に変形したり、あるいは破損される不具合を複数の補強リブによって防止することが
できる。
【００１７】
　請求項７の発明に係る遊技機は、
「請求項６に記載の遊技機であって、
　レンズ部材の前側には複数の補強リブが嵌込まれる凹溝が形成されていることを特徴と
する遊技機。」
を要旨とする。
【００１８】
　前記構成において、遮光カバー部材の内面の複数の補強リブが、レンズ部材の前側の凹
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溝にそれぞれ嵌込まれることで、遮光カバー部材とレンズ部材との結合が強固となるとと
もに、遮光カバー部材及びレンズ部材の強度が相互に増大される。これによって、遮光カ
バー部材及びレンズ部材の不測の変形や破損をより一層良好に防止することができ、耐久
性に優れたものとなる。
【００１９】
　請求項８の発明に係る遊技機は、
「請求項１～７のいずれか一項に記載の遊技機であって、
　遮光カバー部材の表面には、同遮光カバー部材とは色が異なる合成樹脂材より形成され
かつ遮光カバー部材の一部を露出させて被う装飾体が装着されていることを特徴とする遊
技機。」
を要旨とする。
【００２０】
　前記構成において、遮光カバー部材自体の色と、その色とは異なる色の装飾体によって
遮光カバー部材の外観意匠を高めることができ、装飾性に優れたものとなる。
【００２１】
　請求項９の発明に係る遊技機は、
「請求項１～８のいずれか一項に記載の遊技機であって、
　遮光カバー部材の前側には単数又は複数の凹部が形成され、その凹部の底面に透孔が形
成されていることを特徴とする遊技機。」
を要旨とする。
【００２２】
　前記構成において、遮光カバー部材の凹部の底面に形成された透孔にレンズ部材のレン
ズ体が嵌込まれることによって、レンズ体を良好に保護することができ、レンズ体に異物
が衝突する不具合を良好に防止することができる。
【００２３】
　請求項１０の発明に係る遊技機は、
「遊技機の前面側に開閉可能に設けられたガラス扉に、遊技領域を透視可能な窓板を有す
る開口窓が形成され、その開口窓の周縁部に沿って電飾装置が装着された遊技機であって
、
　前記電飾装置は、透明又は半透明な合成樹脂材より形成されたレンズ部材と、
　遊技の進行に同調して点滅制御されかつ前記レンズ部材に向けて光りを発する光源と、
　前記レンズ部材とは別個に不透明な合成樹脂材より形成されかつ同レンズ部材の表面側
を被って保護する剛性を有する遮光カバー部材と、を備え、
　前記遮光カバー部材の前側には凹部が形成され、
　前記凹部の底面には、前記レンズ部材を部分的に露出させる透孔が形成されていること
を特徴とする遊技機。」
を要旨とする。
【００２４】
　前記構成において、不透明な合成樹脂材より形成された剛性を有する遮光カバー部材に
よってレンズ部材の表面側を被って保護することで、レンズ部材の表面にもの（例えば異
物）が当たってレンズ部材が傷つけられたり破損される不具合を防止することができる。
　また、遮光カバー部材の単数又は複数の凹部の底面に形成された透孔において露出され
たレンズ部材のレンズ部分を透して出射される光によって所望とする電飾効果が得られる
。
　また、遮光カバー部材に複数の凹部が形成され、これら複数の凹部の底面にそれぞれ形
成された複数の透孔の数に対応する複数のレンズ体をレンズ部材に一体に形成した場合に
は、複数のレンズ体をそれぞれ個別に形成して組み付けるものと比べ、部品点数や組付工
数が少なくてすみ、この分だけコスト低減を図ることができる。
【００２５】
　請求項１１の発明に係る遊技機は、
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「請求項９又は１０に記載の遊技機であって、
　凹部の壁面は底面側が狭く開口側に向かってしだいに広くなるように形成される一方、
　レンズ部材には、前記凹部の底面の透孔に嵌込まれる凹レンズよりなるレンズ体が一体
に形成されていることを特徴とする」
を要旨とする。
【００２６】
　前記構成において、光源が発する光が凹レンズよりなるレンズ体を透して拡散されて出
射され、その光の一部が、凹部の壁面において反射される。
　言い換えると、光源が発する光によってレンズ体の部分と、凹部の壁面の部分とがそれ
ぞれ発光しているかのようにして電飾することができ、電飾効果に優れたものとなる。
【発明の効果】
【００２７】
　この発明に係る遊技機によれば、不透明な合成樹脂材より形成された剛性を有する遮光
カバー部材によってレンズ部材の表面側を被って保護することができ、レンズ部材の表面
にもの（例えば異物）が当たってレンズ部材が傷つけられたり破損される不具合を防止し
て耐久性の向上を図ることができる。
　また、レンズ部材に複数のレンズ体を一体に形成し、これら複数のレンズ体を遮光カバ
ー部材の複数の透孔にそれぞれ嵌込んで露出させることで、複数の透孔の数に対応する複
数のレンズ体をそれぞれ個別に形成して組み付けるものと比べ、部品点数や組付工数が少
なくてすみ、この分だけコスト低減を図ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　次に、この発明を実施するための最良の形態を実施例にしたがって説明する。
【実施例】
【００２９】
　図１は遊技機の外枠の一側に本体枠が開かれその本体枠の一側にガラス扉が開かれた状
態を示す斜視図である。図２は遊技機の前側全体を示す正面図である。図３は遊技機を斜
め右上前方から示す斜視図である。図４はガラス扉を斜め左上後方から示す斜視図である
。図５は遊技機の音響電飾装置を破断して示す側面図である。図６はガラス扉と左右一対
の電飾装置とを分離して斜め左上前方から示す斜視図である。図７は左右一対の電飾装置
の構成部材を分離して前方から示す斜視図である。図８は左右一対の電飾装置の構成部材
を分離して後方から示す斜視図である。図９は電飾装置の遮蔽カバー部材とレンズ部材を
分離して前方から示す斜視図である。図１０は電飾装置の遮蔽カバー部材とレンズ部材を
分離して後方から示す斜視図である。図１１はガラス扉の前側に電飾装置が装着された状
態の遮蔽カバー部材とレンズ体の関係を示す平断面図である。図１２はガラス扉の前側に
電飾装置が装着された状態の遮蔽カバー部材と装飾体との関係を示す平断面図である。図
１３はガラス扉の前側に電飾装置が装着された状態の遮蔽カバー部材とレンズ体の関係を
示す側断面図である。なお、説明の便宜上、遊技機において遊技者側を前、反対側を後と
して説明する。
【００３０】
［遊技機の概要について］
　図１～図３に示すように、遊技機としてのパチンコ機は、外枠１０、本体枠２０、遊技
盤３１、ガラス扉（この発明のガラス扉に相当する）６０等を備えて構成されている。
　外枠１０は、上下左右の枠材によって縦長四角形の枠状に形成され、同外枠１０の前側
下部には、本体枠２０の下面を受ける下受板１５を有している。
　外枠１０の前面の一側には、本体枠開閉用ヒンジ機構１９によって本体枠２０が前方に
開閉可能に装着されている。
【００３１】
　また、本体枠２０は、前枠体２１、遊技盤装着枠３０及び機構装着体４０を合成樹脂材
によって一体成形することで構成されている。
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　本体枠２０の前側に形成された前枠体２１は、外枠１０前側の下受板１５を除く外郭形
状に対応する大きさの矩形枠状に形成されている。
【００３２】
［遊技盤について］
　図１に示すように、本体枠２０の前枠体２１の後部に一体に形成された遊技盤装着枠３
０には遊技盤３１が前方から着脱交換可能に装着されるようになっている。
　遊技盤３１の盤面（前面）には、外レールと内レールとを備えた案内レール３２が設け
られ、その案内レール３２の内側に遊技領域３３が区画形成されている。
　遊技盤３１には、その遊技領域３３内において、遊技に関する役物装置、例えば、セン
タ役物と呼ばれる役物装置３４が装着され、その役物本体３５には、その中央部に形成さ
れた開口部に表示面を臨ませて図柄表示装置（例えば、液晶表示器、ＥＬ表示器，プラズ
マ表示器，ＣＲＴ等）３６が装着されている。また、遊技盤３１の盤面（前面）の遊技領
域３３内には図示しない入賞器、風車器、誘導釘、ランプ遮蔽カバー部材等の各種の装備
品が配設されている。
【００３３】
　図１に示すように、本体枠２０の前枠体２１の前側において、遊技盤装着枠３０よりも
下方に位置する前枠体２１の前下部領域の一側寄りには、スピーカ装着板２６を介してス
ピーカ（この実施例では低音用スピーカ）２７が装着されている。
　また、前枠体２１前面の下部領域内の上側部分には、遊技盤３１の発射通路に向けて球
を導く発射レール２２が傾斜状に装着されている。
　また、前枠体２１前面の下部領域内の下側部分には、下前面部材２３が装着されている
。下前面部材２３の前面の略中央部には、下皿２４が設けられ、片側寄りには操作ハンド
ル２５が設けられている。
【００３４】
［施錠装置について］
　図１に示すように、本体枠（前枠体２１）２０のヒンジ機構と反対側に自由端側の後側
には、外枠１０に対し本体枠２０を施錠する機能と、本体枠２０に対し後に詳述するガラ
ス扉６０を施錠する機能とを兼ね備えた施錠装置５１が装着されている。
　すなわち、施錠装置５１は、外枠１０に設けられた閉止具１７に係脱可能に係合して本
体枠２０を閉じ状態に施錠する上下複数の本体枠施錠フック５２と、後述するガラス扉６
０の自由端側の後側に設けられた閉止具６６に係脱可能に係合してガラス扉６０を閉じ状
態に施錠する上下複数の扉施錠フック５３とを備えている。
　そして、シリンダー錠５５の鍵穴に鍵が挿入されて一方向に回動操作されることで本体
枠施錠フック５２と外枠１０の閉止具１７との係合が外れて本体枠２０が解錠され、これ
とは逆方向に回動操作されることで、扉施錠フック５３とガラス扉６０の閉止具６６との
係合が外れてガラス扉６０が解錠されるようになっている。
　なお、シリンダー錠５５の前端部は、遊技機の前方から鍵を挿入して解錠操作可能に、
前枠体２１及び下前面部材２３を貫通してその下前面部材２３の前面に露出されている。
【００３５】
［ガラス扉について］
　図１に示すように、本体枠（前枠体２１）２０の前面の一側には、扉開閉用ヒンジ機構
５０によってガラス扉としてのガラス扉６０が前方に開閉可能に装着されている。
　図３と図４に示すように、ガラス扉６０は、扉本体フレーム６１、上皿７８、音響電飾
装置８０、左右一対の電飾装置１８０を備えて構成されている。
　扉本体フレーム６１は、プレス加工された単数または複数の金属製フレーム構成部材、
例えば複数の鉄板が溶接によって一体化されて構成され、本体枠２０の前枠体２１の上端
から下前面部材２３の上縁にわたる部分を覆う大きさに形成されている。
　扉本体フレーム６１の略中央部には、遊技盤３１の遊技領域３３を前方から透視可能な
略円形の開口窓６２が形成されている。また、扉本体フレーム６１の後側には開口窓６２
よりも大きい矩形枠状をなす窓枠６３が設けられ、その窓枠６３にはガラス板、透明樹脂
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板等の透明な窓板６５が装着されている（図１参照）。
　また、扉本体フレーム６１の前側の下部には上皿７８がそれぞれ装着されている。
【００３６】
［ガラス扉の前側構成について］
　図２と図３に示すように、扉本体フレーム６１の前面には、その開口窓６２の周縁部の
上部に沿って、音響電飾装置（トップランプユニット）８０が装着されている。この音響
電飾装置８０は、遊技の進行に同調して音演出や発光装飾（発光演出）を行うためのもの
であり、遊技機の制御装置（例えば、音制御回路、ランプ制御回路を有する制御基板）に
よって作動制御されるようになっている。
　図３と図５に示すように、音響電飾装置８０は、１つにユニット化されて扉本体フレー
ム６１の前側上部にビス等によって装着されている。
　また、音響電飾装置８０は、ガラス扉６の略全幅にわたる横長状に形成された装置本体
８１が前カバー体１７０によって被われることで構成され、装置本体８１の左右両側部に
は、前カバー体１７０から露出された状態でスピーカカバー９５を前側に有するスピーカ
９７（この実施例では中高音用スピーカ）が装着されている。
　また、図５に示すように、装置本体８１には、椀形状のリフレクタ体１０１が横方向に
複数配列された状態で形成され、これらリフレクタ体１０１の中心部には中心部にはプリ
ズム機能を有する光反射体１２０が組み付けられ、リフレクタ体１０１の後側には複数の
光源１１１が配置されたランプ基板１１０が設けられている。
【００３７】
［電飾装置について］
　図６に示すように、扉本体フレーム６１の前面には、その開口窓６２の周縁部の左右両
側部に沿って左右の両電飾装置１８０が装着されている。これら左右の両電飾装置１８０
は、遊技の進行に同調して発光装飾（発光演出）を行うためのものであり、遊技機の制御
装置（例えば、ランプ制御回路を有する制御基板）によって点滅制御されるようになって
いる。
　左右の両電飾装置１８０は、各１つにユニット化されている。そして、左右の両電飾装
置１８０は、扉本体フレーム６１の前方又は／及び後方から締め付けられる複数のビス１
７８、１７９によって、扉本体フレーム６１の前面装着されている。
　この実施例において、左右の両電飾装置１８０は、図６～図８に示すように、左右対称
状をなし、その前側から後側に向けて、装飾体１８３、遮蔽カバー部材１８１、レンズ部
材２００、ランプ基板２２０及びランプ基板２２０の後面を絶縁して覆う背面カバー体２
３０を順に備え、これか各部材が相互に組み付けられてユニット化されている。
【００３８】
［電飾装置の遮蔽カバー部材について］
　図９と図１３に示すように、遮蔽カバー部材１８１は、レンズ部材２００とは別個に不
透明な合成樹脂材によって形成されかつレンズ部材２００の表面側を被って保護する剛性
を有している。
　この実施例において、遮蔽カバー部材１８１は、前壁部１８４、内側壁部１８６及び外
側壁部１８８を一体に備えて平断面略台形状をなしかつ、窓板６５の前面から前方に向け
て膨出されるようになっている。
　また、遮蔽カバー部材１８１の前壁部１８４は、その下端から上端に向かうにしたがっ
て遊技者側に接近する下向き傾斜状（あるいは湾曲状）をなすとともに、その内縁部が開
口窓６２の側部に沿って略円弧状に形成されている。そして、内側壁部１８６は、前壁部
１８４の内縁部から開口窓６２の側部を囲むようにして円弧状をなしかつガラス扉６０の
窓板６５に向けて略直角状をなして形成されている。
　また、外側壁部１８８は、前壁部１８４の外縁部からガラス扉６０の扉本体フレーム６
１の前側縁に向け形成され、これによって外側に向けて傾斜状をなしている。さらに、外
側壁部１８８は、下端から上端に向けてその幅寸法がしだいに拡大している。
【００３９】
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　図９と図１３に示すように、遮蔽カバー部材１８１の前壁部１８４には、横方向の複数
の凹部１８５が上下方向に所定間隔を隔て凹設されており、これら各凹部１８５の底面に
は横長の透孔１９０が形成されている。これら各凹部１８５の上下の両壁面は、開口側が
広く底側が狭いテーパ状をなしている。
　また、遮蔽カバー部材１８１には、その前壁部１８４の各凹部１８５の間において、前
壁部１８４から外側壁部１８８にわたって横方向に延びる各複数の透孔１９１が上下方向
に所定間隔を隔てて形成されてる。
　また、遮蔽カバー部材１８１の内側壁部１８６には、各複数の透孔１９１の横方向の延
長上において、横向きＵ字形の切り欠き状をなす複数の透孔１９２が上下方向に所定間隔
を隔てて形成されてる。
【００４０】
　この実施例において、図７と図８に示すように、遮蔽カバー部材１８１の前壁部１８４
及び外側壁部１８８の表面（凹部１８５及び透孔１９０、１９１の部分は除く表面）には
、遮蔽カバー部材１８１とは色が異なる装飾体１８３が係合片、クリップ等の適宜の取付
手段１８２によって装着され、これによって装飾性が高められている（図１２参照）。
　また、遮蔽カバー部材１８１は、例えば黒色系の色に形成され、装飾体１８３の表側意
匠面は、例えばメタリック系の色をなしている。
　また、この実施例において、図１０と図１３に示すように、遮蔽カバー部材１８１の内
面（前壁部１８４、内側壁部１８６及び外側壁部１８８の内面）には、各透孔１９１の間
において横方向の補強リブ１９５が一体に形成されている。
【００４１】
［電飾装置のレンズ部材について］
　図９と図１０に示すように、遮蔽カバー部材１８１の内側には、透明な合成樹脂材より
形成されたレンズ部材２００が嵌込まれて装着されている。
　このレンズ部材２００は、遮蔽カバー部材１８１の前壁部１８４、内側壁部１８６及び
外側壁部１８８の内面に接近して沿う前壁部、内側壁部及び外側壁部を一体に備えて平断
面略台形状に形成されている。
　図１３に示すように、レンズ部材２００の前壁部において、遮蔽カバー部材１８１の各
凹部１８５の対応して凹部２０１が形成され、その凹部２０１の底面には、遮蔽カバー部
材１８１の凹部１８５の透孔１９０に嵌込まれかつ中実の凹レンズをなすレンズ体２１１
が一体に突設されている。
【００４２】
　また、図９と図１３に示すように、レンズ部材２００には、その前壁部から外側壁部に
わたって横方向に延びかつ遮蔽カバー部材１８１の各複数の透孔１９１に嵌込まれる中実
の凸レンズをなすレンズ２１２が一体に突設されている。
　また、レンズ部材２００の内側壁部には、遮蔽カバー部材１８１の各透孔１９２に嵌込
まれる中実のレンズ体２１３が一体に突設されている。
　また、レンズ部材２００の前壁部、内側壁部及び外側壁部の表面（前面）には、遮蔽カ
バー部材１８１の各補強リブ１９５が嵌込まれる凹溝２０２が形成されている。
【００４３】
［電飾装置のランプ基板及び背面カバー体について］
　図７、図１１及び図１３に示すように、レンズ部材２００の後側には、各レンズ体２１
１、２１２、２１３にそれぞれ対応する位置において、単数、又は複数のランプ、ＬＥＤ
等よりなる光源２２１が配設されたランプ基板２２０が装着されている。
　また、この実施例において、中実の凹レンズをなすレンズ体２１１に対応する光源２２
１として、例えば単数又は複数の青色ＬＥＤが用いられ、凸レンズをなすレンズ２１２及
び平板のレンズ体２１３に対応する光源２２１として、例えば単数又は複数の赤色ＬＥＤ
が用いられている。
　また、ランプ基板２２０は、遊技機の制御装置（例えば、ランプ制御回路を有する制御
基板）に電気的に接続され、遊技の進行に同調して発光装飾（遊技演出）を行うように、
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ランプ基板２２０の多数の光源（多数のＬＥＤ）２２１が点滅制御されるようになってい
る。
　また、遮蔽カバー部材１８１の後側には、同遮蔽カバー部材１８１にレンズ部材２００
及びランプ基板２２０が装着された状態においてその後側を覆う絶縁材（この実施例では
合成樹脂材）よりなる背面カバー体２３０が装着されている。
　また、この実施例において、図７に示すように、背面カバー体２３０の内側縁には、ガ
ラス扉６０の開口窓６２を構成する円弧状の装飾枠２３１が一体に形成されている。
【００４４】
　また、この実施例において、遮蔽カバー部材１８１の前壁部１８４から外側壁部１８８
にわたって横方向に延びる各複数の透孔１９１において、前壁部１８４及び外側壁部１８
８の全表面積（各複数の透孔１９１部分も含む）に対し、各複数の透孔１９１の合計の開
口面積が半分程度あるいはそれ以下に設定されている。
　さらに、遮蔽カバー部材１８１の前壁部１８４から外側壁部１８８にわたって横方向に
延びる各複数の透孔１９１に嵌込まれた各レンズ体２１２において、図１１に示すように
、前壁部１８４に位置する前側レンズ部分２１２ａの合計のレンズ面積よりも外側壁部１
８８に位置する外側レンズ部分２１２ｂの合計のレンズ面積が適宜に大きく設定されてい
る。
【００４５】
［実施例に係る遊技機の作用効果について］
　上述したように構成されるこの実施例に係る遊技機において、遊技の進行に同調して遊
技機の制御装置（例えば、ランプ制御回路を有する制御基板）から伝達される制御信号に
よって、左右一対の電飾装置１８０のランプ基板２２０の多数の光源（多数のＬＥＤ）２
２１がそれぞれ点滅制御される。
　そして、ランプ基板２２０の多数の光源（多数のＬＥＤ）２２１が発する光は、遮蔽カ
バー部材１８１の各透孔１９０、１９１、１９２に嵌込まれた各レンズ体２１１、２１２
、２１３を透して出射され、これによって遊技機の前側が電飾される。
【００４６】
　電飾装置１８０の遮蔽カバー部材１８１は、不透明な合成樹脂材より形成されて剛性を
有し、その遮蔽カバー部材１８１によってレンズ部材２００の表面側を被って保護するこ
とができる。このため、レンズ部材２００の表面に、もの（例えば異物）が当たってレン
ズ部材２００が傷つけられたり破損される不具合を防止して耐久性の向上を図ることがで
きる。
　また、レンズ部材２００に、複数のレンズ体２１２、２１３を一体に形成し、これら複
数のレンズ体２１２、２１３を遮蔽カバー部材１８１の複数の透孔１９１、１９２にそれ
ぞれ嵌込んで露出させることで、複数の透孔１９１、１９２の数に対応する複数のレンズ
体２１２、２１３をそれぞれ個別に形成して組み付けるものと比べ、部品点数や組付工数
が少なくてすみ、この分だけコスト低減を図ることができる。
【００４７】
　また、図７に示すように、電飾装置１８０は、遮蔽カバー部材１８１、レンズ部材２０
０、ランプ基板２２０、背面カバー体２３０等の各部材が相互に組み付けられてユニット
化されている。
　このようにして、電飾装置１８０をユニット化することによって、ガラス扉６０の扉本
体フレーム６１の前面に電飾装置１８０を取り付けるための取付基板を装着する手間を省
くことができる。
　また、電飾装置１８０をユニット化することによって、遊技機の組み立てラインにおい
て、ガラス扉６０の扉本体フレーム６１の前面に、複数の光源２２１を有するランプ基板
２２０、レンズ部材２００、及び遮蔽カバー部材１８１の順にそれぞれ個別に装着して組
み付ける手間を省くことができる。これによって、遊技機の組み立てに要する時間を短縮
化することができる。
　また、ガラス扉６０の扉本体フレーム６１からユニット化された電飾装置１８０を取り
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外して保守・点検を容易に行うこともできる。
【００４８】
　また、この実施例においては、図１１と図１３に示すように、電飾装置１８０の複数の
レンズ体２１２、２１３は、レンズ部材２００の表面から、遮蔽カバー部材１８１の複数
の透孔１９１、１９２の裏側開口部を通し表側開口部まで突出されている。
　すなわち、この実施例においては、遮蔽カバー部材１８１の前壁部１８４から外側壁部
１８８にわたって形成された透孔１９１に嵌込まれる複数のレンズ体２１２の各突出端面
は、前壁部１８４及び外側壁部１８８の表面と略同一面をなし、内側壁部１８６に形成さ
れた透孔１９２に嵌込まれる複数のレンズ体２１３の各突出端面は、内側壁部１８６の表
面と略同一面をなしている。
　このようにして、レンズ部材２００の表面に一体に突出形成された複数のレンズ体２１
２、２１３が、遮蔽カバー部材１８１の表面から突起物となって突出されることがなく、
略同一面をなすことで、これら複数の透孔１９１、１９２の内周壁面によって良好に保護
される。
　さらに、複数のレンズ体２１２、２１３の前面（突出端面）が複数の透孔１９１、１９
２の内周壁面によって隠されることもないため、所望とする電飾効果が良好に得られる。
【００４９】
　また、遮蔽カバー部材１８１の前壁部１８４から外側壁部１８８にわたって透孔１９１
が、内側壁部１８６に透孔１９２がそれぞれ個別に形成され、これら各複数の透孔１９１
、１９２にそれぞれ嵌込まれて露出される各複数のレンズ体２１２、２１３がレンズ部材
２００に一体に形成されている。
　そして、これら各複数のレンズ体２１２、２１３をそれぞれ透して出射される光によっ
て、遮蔽カバー部材１８１の前壁部１８４、外側壁部１８８及び内側壁部１８６をそれぞ
れ個別に電飾することができ、電飾効果を高めることができる。
【００５０】
　また、この実施例においては、図１３に示すように、レンズ部材２００の前壁部から外
側壁部の表面にわたって突出される横方向の複数のレンズ体２１２は、中実の凸レンズを
なしている。
　これによって、光源２２１が発する光は、中実の凸レンズをなす複数のレンズ体２１２
を透して収束されながら出射されるため、上下方向に所定間隔を隔てた横一直線状の光装
飾を施すことができる。
　仮に、レンズ部材２００の前壁部からレンズ体２１２が略均一の肉厚で円弧状に突出さ
れた場合には、レンズ体２１２の発光時（光源２２１が発する光がレンズ体２１２を透し
て出射される時）において、レンズ部材２００の前壁部前面とレンズ体２１２の根元部と
の境界線が前方から視認され、見栄えを悪化させる。これに対し、この実施例では複数の
レンズ体２１２が中実の凸レンズをなすことで、レンズ体２１２の発光時において、前記
境界線の存在が不明となり、前記境界線が原因となる見栄えの悪化を防止することができ
る。
【００５１】
　また、この実施例においては、複数の透孔１９１、１９２は、遮蔽カバー部材１８１の
前壁部１８４、外側壁部１８８及び内側壁部１８６において上下方向に所定の間隔を隔て
て配列され、レンズ部材２００各複数のレンズ体２１２、２１３が、各複数の透孔１９１
、１９２にそれぞれ嵌込まれて露出されている。
　このため、例えば、レンズ部材２００の各複数のレンズ体２１２、２１３の配列順にそ
れぞれ対応する光源２２１を点滅制御したり、あるいは、一つおき毎のレンズ体２１２、
２１３に対応する光源２２１を点滅制御したり、あるいはレンズ部材２００の複数のレン
ズ体２１２、２１３の全てに対応する全ての光源２２１を点滅制御したり、あるいはこれ
らの組合せによって光源２２１を点滅制御することによって多種多様の電飾を施すことが
できる。
【００５２】
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　また、この実施例においては、図９と図１３に示すように、遮蔽カバー部材１８１の前
側には単数又は複数（図では複数）の凹部１８５が形成され、これら凹部１８５の底面に
透孔１９０が形成される一方、レンズ部材２００には各凹部１８５に嵌込まれて露出され
るレンズ体２１１が一体に形成されている。
　このようにして、凹部１８５の底面に形成された透孔１９０にレンズ部材２００のレン
ズ体２１１が嵌込まれることによって、レンズ体２１１を良好に保護することができ、レ
ンズ体２１１に異物が衝突する不具合を良好に防止することができる。
【００５３】
　また、この実施例においては、図１３に示すように、凹部１８５の相対する壁面１８５
ａ、１８５ｂは底面側が狭く開口側に向かってしだいに広くなるように対面する一方、レ
ンズ部材２００のレンズ体２１１は中実の凹レンズをなしている。
　このため、光源２２１が発する光が凹レンズよりなるレンズ体２１１を透して拡散され
て出射され、その光の一部が、凹部１８５の相対する壁面１８５ａ、１８５ｂにおいて反
射される。
　言い換えると、光源２２１が発する光によってレンズ体２１１の部分と、凹部１８５の
相対する壁面１８５ａ、１８５ｂの部分とがそれぞれ発光しているかのようにして電飾す
ることができ、電飾効果に優れたものとなる。
【００５４】
　また、この実施例においては、図１０と図１３に示すように、遮蔽カバー部材１８１の
内面には複数の透孔１９１、１９２の間において複数の補強リブ１９５が一体に形成され
ている。
　このため、例えば、不透明な合成樹脂材を成形型に射出して遮蔽カバー部材１８１を形
成した直後において、複数の透孔１９１、１９２が原因となって遮蔽カバー部材１８１が
不測に変形する不具合を複数の補強リブ１９５によって防止することができる。
　また、成形型から取り外されて製品となった遮蔽カバー部材１８１において、複数の透
孔１９１、１９２の孔回りにおいて遮蔽カバー部材１８１の強度が部分的に低下し、これ
によって、遮蔽カバー部材１８１が不測に変形したり、あるいは破損される不具合を複数
の補強リブ１９５によって防止することができる。
【００５５】
　また、この実施例においては、図９と図１３に示すように、レンズ部材２００の前側に
は複数の補強リブ１９５が嵌込まれる凹溝２０２が形成されている。
　そして、遮蔽カバー部材１８１の内面の複数の補強リブ１９５が、レンズ部材２００の
前側の凹溝２０２にそれぞれ嵌込まれることで、遮蔽カバー部材１８１とレンズ部材２０
０との結合が強固となるとともに、遮蔽カバー部材１８１及びレンズ部材２００の強度が
相互に増大される。これによって、遮蔽カバー部材１８１及びレンズ部材２００の不測の
変形や破損をより一層良好に防止することができ、耐久性に優れたものとなる。
【００５６】
　また、この実施例においては、図７と図１２に示すように、遮蔽カバー部材１８１の前
壁部１８４及び外側壁部１８８の表面には、同遮蔽カバー部材１８１とは色が異なる合成
樹脂材より形成されかつ遮蔽カバー部材１８１の内側壁部１８６の部分を露出させて被う
装飾体１８３が装着されている。
　このため、遮蔽カバー部材１８１自体の色（例えば、黒色系の色）と、その色とは異な
る色（例えば、メタリック系の色）の装飾体１８３によって遮蔽カバー部材１８１の外観
意匠を高めることができ、装飾性に優れたものとなる。
【００５７】
［この発明の他の実施例について］
　なお、この発明は前記実施例に限定するものではない。
　例えば、前記実施例においては、前枠体２１、遊技盤装着枠３０及び機構装着体４０が
合成樹脂材によって一体成形されることで本体枠２０が構成される場合を例示したが、遊
技盤が着脱可能に装着される遊技盤装着枠が一体に形成されたりあるいは別体の遊技盤装
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きる。
　また、前記実施例においては、ガラス扉６０の開口窓６２の周縁部の左右両側部に一対
の電飾装置１８０が装着された遊技機である場合を例示したが、電飾装置１８０を開口窓
６２の周縁部に沿って略逆Ｕ状、略門形状等に構成してもこの発明を実施することができ
る。
　また、スロットマシン等のガラス扉の開口窓の周縁部に沿って電飾装置１８０が装着さ
れる遊技機であってもこの発明を実施することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】この発明の実施例に係る遊技機の外枠の一側に本体枠が開かれその本体枠の一側
にガラス扉が開かれた状態を示す斜視図である。
【図２】同じく遊技機の前側全体を示す正面図である。
【図３】同じく遊技機を斜め右上前方から示す斜視図である。
【図４】同じくガラス扉を斜め左上後方から示す斜視図である。
【図５】同じく遊技機の音響電飾装置を破断して示す側面図である。
【図６】同じくガラス扉と左右一対の電飾装置とを分離して斜め左上前方から示す斜視図
である。
【図７】同じく左右一対の電飾装置の構成部材を分離して前方から示す斜視図である。
【図８】同じく左右一対の電飾装置の構成部材を分離して後方から示す斜視図である。
【図９】同じく電飾装置の遮蔽カバー部材とレンズ部材を分離して前方から示す斜視図で
ある。
【図１０】同じく電飾装置の遮蔽カバー部材とレンズ部材を分離して後方から示す斜視図
である。
【図１１】同じくガラス扉の前側に電飾装置が装着された状態の遮蔽カバー部材とレンズ
体の関係を示す平断面図である。
【図１２】同じくガラス扉の前側に電飾装置が装着された状態の遮蔽カバー部材と装飾体
との関係を示す平断面図である。
【図１３】同じくガラス扉の前側に電飾装置が装着された状態の遮蔽カバー部材とレンズ
体の関係を示す側断面図である。
【符号の説明】
【００５９】
　６０　ガラス扉
　１８０　電飾装置
　１８１　遮蔽カバー部材
　１８４　前壁部
　１８６　内側壁部
　１８８　外側壁部
　１９０、１９１　透孔
　１９２　内側透孔
　２００　レンズ部材
　２１１、２１２、２１３　レンズ体
　２２０　ランプ基板
　２２１　光源
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